
薬事1食品衛生審議会食品衛生分科会  

食品規格部会議事次第  

日時：平成21年7 月23 日（木）  

10時00分から12時00分  

場所：航空会館501会議室  

1．開  

（1）清涼飲料水の規格基準の改正について  

（2）その他  

3．閉 会  

＜配布資料＞  

資料1：清涼飲料水の規格基準の概要図  

資料2：清涼飲料水業界の現状と原料水の取扱いについて  

資料3：水道法水質基準等の設定の考え方について  

資料4＝清涼飲料水中の汚染物質及び化学物質（農薬を除く）に係る規格基準の設定  

方針について  

＜参考資料＞  

参考資料1：清涼飲料水の規格基準に関する改正の経緯  

参考資料2：清涼飲料水の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号抄）  

参考資料3：飲料水等に係る汚染物質等基準値の比較（残留農薬を除く）   



清涼飲料水の規格基準の概要図  

【泉源】  【原水基準】  【成分規格】   
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清涼飲料の製品特性  
商品（ブランり名 そして  

生産者各・販売者名  

容器t容量  

価格を確認して購入していただく商品。   

◆年Ⅶを通じ均井な「味わい、風味、色、香りJ  
◆各社は、独自の高度な加工技術で、均井な  

晶井を実現している。  
◆万一製造毎に「味わい、風味、色、香り」が  
変われば、異なった商刷フうンド）になる  

出典：各社ホームページより転載   



l l l l l    1                       －  
地元密着型商品（中小企業・製造販売）  

大手企業   中小企業   合計   

企業数   75   304   379   

割合（％）   19．8   80．2   100．0   

2009年4月1日現在  
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清涼飲料水の市場成長（，86－，08）  
単位：千キロリッ目し  

ロ緑茶飲料  

ロウ一口ン茶飲料  

□その他（表記以外）  

ロスボーッドリンク  

ロミネラルウオーター  

ロその他茶系飲料  

■コーヒー飲料等  

口果実飲料等  

■炭酸飲料  

25000   

1986年  

7，380千キロリットル  

2008年  

18，307千キロリットル（約2．5倍）  

2008年生産1清涼飲料水生塵t品目別比率  

□炭酸飲料  

口果実飲料等  

ロコーヒー飲料等  

口茶系飲料  

ロミネラルウオーター  

園豆乳類  

■トマトゾユース  

ロその他野菜ゾユース  

由スポーツドリンク  

■乳性飲料  

口乳性飲料（希釈用）   

園その他清涼飲料  

果実飲料等  

9％  
ラルウオーター   

11％  

コーヒー飲料等  

15％  

茶系飲料   

36％  

出典：「清涼飲料関係統計資料」社団法人全国清涼飲料工業会刊  
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＋「  

近年のミネラルウオーター生産量の推移   

果汁・野菜汁（2009）  鉱水及び炭酸水（2201．10－000）  清涼飲料（2202）  

95〈7）  264′237，067  114．7  50，585，012  198，712，755  135．3  10，838，115  324，909，928  127．0  18，507，553   

96（8）  237，086，228  89．7  58．53】，74l  144，720，694  72．8  9，199′317  202，051，328  62．2  14，759，004   

97（9）  2U2，335，j87  85．3  49，979，059  148，604，965  102．7  9，530．958  149．058，009  73．8  11，722，ユ97   

98（10）  192，907．596  95．3  5〔，664，697  159．126，b52  107－1  10，671，671  106，268，203  71．3  9，397，663   

99（11）  226，712，606  117．5  53，194，005  175．5日1，594  110，3  11，131，451  りH，804，546  93．0  11，383，737   

2000年 （12〉  234．59屯747  103．5  51，710，718  195，334，170  111．2  12，626，152  107，338，742  108．6  13－347，930   ノ．こ枚             数  盈  前年比  価  額  数  盈  前年比  価  額  数  盈  前年比  価  額  1994年 （Ⅰす6年）  230，419，697  152．0  45，885，760  146．B21，232  214．6  8，321，479  255，909，530  199．4  16，374，OD（〕                                                                                                                           01（13）  275．421，011  117．4  55，783，354  226，060，594  115，7  15′040，388  107，90も452  100．5  15，035，113  02（14）  226，916，0（）5  82．4  47，766，511  Z64，078，228  116．8  17，286．860  112，008，732  103－8  14，758，932  03（15）  238，961，593  105．3  49，ほ8，365  331，575，008  125．6  2乙305，848  119，‘主78，4∠13  106．7  17，780，38ユ  04（16）  286，983，860  120．0  53，661，458  330，670，618  99．7  21，996，537  135，956，142  113．8  23，306，579  05（17）  316，402，690  110．3  65，587，920  406，925．287  123．1  26，304，015  141，159．433  103．B  19－633．655  06（18）  303，153，436  95．8  73ノ439，553  552，620，227  135．8  37，146，210  ユ32，906，196  94．2  21，631，458  07（19）  3：Z2，299，：くH：弓  10〔i．3  92，333，別＿6  580，809，272  105，1  39．71乳830  1R7，21 
貿易統計   品目の（）内の数字i・よ供】税品目番号  

」  
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清涼飲料水の製造方法  

＜そのままを充填＞  ＜抽出して充填＞  ＜混合して充填＞  

ミネラルウオーター  コーヒー飲料、緑茶飲料 など   スポーツトリンク、コーラ など  

水 処 理 工 程（濾過・殺菌・イオン交換などの処理）  
井戸から採水  
う そのままを原水とする。  

原  水  

コーヒ十、緑茶などより抽出  原水に糖類、添加物、果汁などを混合  

濾 過  
濾 過、場合によってカーポネーション  

中 身 液  中  身  液  

ペ ット、缶 な ど に 充 填  

密 封（キヤッピング、缶ブタ巻締 など  

充 填 後 の 殺 菌（缶 の 場 合）  

転 倒 殺 菌（ペットの場合の容器殺菌）  

ラ ベ リ ン グ・ 印  字  

ーン、－〉－・i   ‡  

ケース詰め・バレタイザー  

ミネラルウオーター類（容器入り飲用水）の品質表示  

ガイドライン  

平成2年3月30日 2食流第1071号 食品流通局長通達  

改正 平成7年2月17日 7食流第398号  

ナチュラルウオーター   特定の水源から採水された地下水（注1）   
沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的－   

ナチュラルミネラルウオーター   ナチュラルウオーターのうち鉱化された地   化学的処理を行わないもの  
下水（注2）   

晶耳を安定させる目的等のため、ミネ  
ラルの調整、ばっ気、複数の水源  

ミネラルウオーター   ナチュラルミネラルウオーターと同じ  から採水したナチュラルミネラル  

ウオーターの混合等が行われて  

いるもの   

飲用水又はボトルドウオーター  （飲用適の水（硬度、PHを除く））   （処理法の限定はない）   

（注1）特定の水源とは、水質、水量において安定した地下水の供給が可能な単独水源をいう。  
（注2）鉱化された地下水とは、地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機   

塩類が溶解した地下水（天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む。）をいう。  
○ナチュラルウオーター、ナチュラルミネラルウオーター以外のものに対する「自然J、r天然」の用   

請及びこれに類似する用語は表示禁止。  
○ボトルドウオーターは（一括表示の中に）採水地を記載することができない。  
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原水基準の移り変わり  

食品衛生法による基準  

飲
用
適
の
水
 
 
 

51項目   

清涼飲料水に使用している水の種類別工場数  
（565 エ場）  
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平成19年度 地下水基準超過率調査  
水道法   

食品衛生法      地下水の水食汚濁  
平成柑年度  

項 目  

に依る軸基準       水質基準   ごニー徽・－        翳査車扱  放遇本数  組遼寧 α）   

匂  一般鞠音   1∝似下／mL  100ノmU訪下        紐料増紳輔  製造澤  ・持錯浮間  ⊥琳   
之  大農首、   検出されないこと  大藩苫欝   不検出      髪静ー誓追啓慧露■i空  登禦無璧  轟澤塑澤  音盤顔   

3  カドミウム及びその化合鞠  カドミウムこ8月1  カドミウム   8月1‘    ドミウム：mOl   3，160  0  
4  水銀及びその化合鞠  水銀丑0005  水薫：0カ∝博      絶  水銀：0．00蒔  3ヱ33  5  0ヱ   
5  セレン及びその他合畿  レン：0」】1  セレン：8．Dl      セレン：0月1  乙830  0  

何  鉛及びその化合物   鉛：0、01   鉛：0．彷  ：0．Dl  3，一帖8  1之  0．3   

フ  ヒ素及びその化合物  ヒ兼：0．01  ヒ素：0＿05  ヒ素：8J】1  3，591  73  乙0   

る  大すクロム化合艶   大雪クロム：8．肪  大儀クロム：D．05      大儀クロム：0．0さ   3，388  山  

g  シアン化鞠イわ及び塩他シア、  シアン：0－01  シアン：8月1      全シアン：不壊應   2，丁37  0  

10  硝漫遊旦兼及び亜硝酸凰窒   10   硝酸性妾  
翼  亜璃酸性望      兼：10   田  ヰ，Z3Z  172  一書．1   

m  フツ兼及びその化合鞠  フツ東北8  フツ兼：2  ふ  つ棄：ロ．8   8．898  ヰ1  

12  ホウ素及びその化合鞠  ′、り兼：1．D  ホウ酸：罰（注1）      ほう兼：1．0  3，289  6  0ヱ   

13  四塩化炭素 、   ＿∝蛇   ・・ン；．．一丁ニー√ 1、ヾ ∧■    【、ゝヽ   tご 十ヾ  8．  802   3，538  ．8  

14  1J－ジオキサン   0．0ち   ．一・一 lコ 、▲▲†ヽ；‘  ■メr   す．  ナナ 、h       ■ヽヽ－； 誉埠．ン通左・J；1．  ・接ご笹宅て  聴㌫  
15  1．トジクロロエチレン  0月2   J、．≦；  ヶ．■J       軋82  3．5¢7  D  

阿  シュー1．2－ジクロロエチレン  ．0ヰ   ：：一∨′・【・ ．－ヽヽこ     ●ゼ  †ヽ  0．OI  3．58丁  7  Dヱ   

17  ジクロロメタン   8．02   ・■●●だうご     l▲  輿  02  3．370  0  

18  テトラク臼ロエチレン  0．01   ．●・ノこ．  ・こノ       ．01  8．938  12  0．3   

19  トリクロロエチレン   ．D3   上・★↑⊥  ●ヱJ     ヽ＿ご ¶．J  0．03  

（平成20年 環境省 水・大気環境局）  

清涼飲料水の原水の考え方について  

清涼飲料水の原水は食品の原料であるので、水  
道法の生活上支障関連の項目（例えば石鹸の泡  
立ちのためなど）は不要と思われる   

（硬度、蒸発残留物、PH値、塩素イオン、有機リン）  
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水道法水質基準等の設定の考え方について  

健康局水道課水道水質管理室   

水道水については、水道法第4条に基づき水質基準が厚生労働省令で規定され  

ており、水道により供給される水は水質基準を満たさなければならないことと  

されている。このほか、毒性評価値が暫定的であったり検出レベルは高くない  

ものの水道水質管理上注意喚起すべきものについては、健康局長通知に基づき、  

水質管理目標設定項目として水質検査や目標値の遵守を指導しているところで  

ある。   

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成15年4月の厚生科学  

審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたもの  

であり、その後の科学的知見の充実・更新等を踏まえて逐次改正していくこと  

としている。   

なお、水道水質基準は大別して病原微生物に関するものと化学物質に関する  

ものに分けられるが、以下本資料では化学物質関係の項目について解説する。  

1．検討対象化学物質の抽出   

平成15年の水質基準見直しに当たっては、可能な限り多くの化学物質を対象  

として検討することを目指し、以下の考え方により検討対象物質が抽出された。   

（1）人の健康に関する項目（農薬を除く。）   

①当時設定されていた水質基準項目（人の健康に関する項目）及び監視項目   

②wHO飲料水水質ガイドライン第3版（以下「WHO－GDWQ」という。・）で健康影  

響の観点からガイドライン値の改訂・追加が検討されている項目   

③諸外国（WllO、米国、EU）で健康影響の観点からガイドライン値や基準値  

が設定されている項目のうち、日本の水道水中で検出報告のあるもの   

④その他、専門的観点から検討する必要のある物質   

（2）農薬   

①まず、国内で使用実績のある農薬のうち、以下のいずれかの要件を満たす  

ものを抽出。  

・除草剤、殺虫剤、殺菌剤ごとに、国内推定出荷量／ADIで上位30位以内  

・国内推定出荷量上位30位以内  

・その他過去からの経緯等から注意すべきもの   

②上記①で抽出された農薬について、測定方法の有無及び検出状況の観点か  

－1－   



ら3群に分類し、第1候補群を検討対象農薬とした。第1候補群の分類要  

件は以下のとおり：   

・測定方法があり、かつ、国内推定出荷量が50t以上   

・50t未満であっても現に検出されていれば第1候補群に含める。   

（3）性状に関する項目  

①当時設定されていた水質基準項目（性状に関する項目）及び快適水質項目  

②wHO－GDWQで性状（acceptability）の観点からガイドライン値の改訂・追加  

が検討されている項目  

③その他、専門的観点から検討する必要のある物質  

2．評価値の算出方法  

（1）人の健康の保護に関する項目   

ア．毒性評価  

平成15年の答申においては、WHO－GDWQや国際化学物質安全計画（IPCS）   

環境保健クライテリア等の国際的な評価やその他入手可能な文献情報か  

ら、人の暴露データや各種動物試験等の毒性情報を収集・整理して毒性評  

価を行っている。なお、評価に当たり、暴露源（暴露経路）を考慮している。  

毒性評価は、基本的には、毒性に関する闇値が存在すると考えられる物   

質については岬冷してTDIを求めた。一方、遺伝子  

障害性の発がん性を有する等閥値がないと考えられる物質については、原   

則として当該物質の摂取により生涯を通じたリスク増分が10‾5となるリス   

クレベルをもってTDIに相当する値（以下［vsD］という。）とする方法か、   

リスク評価による方法により評価を行った。  

なお、・舷．れ速度に基づぐノ水展墓準を劇宕■皮瘡する靡にば、食品安   

全基本潜に基づき㈲＿安全委貞会の′爵局を靡てことときれ丁おク、   

周委貞会において、．水道水鰍系／こおいTZ軌討対象とLている教斯こ   

ついて二新たな着座碓Jなきれた歩合（二水道水騨外のj豹野／こ．基   

づぐ彦倉を含む，ノ筈に、逐次、棚の月産し皮びそれに伴うタスク節蓼  

レベンレの変二百／ごついて鮒を行うこととし丁いる。  

イ．評価値の算出  

評価値の算定に当たっては、Ⅷ0等が飲料水の水質基準設定に当たって  

広く採用している方法を基本とし、食物、空気等他の暴露源からの寄与を   

考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じな  

い水準を基として設定している。  

具体的には、閥値があると考えられる物質については、基本的には  

－2－   



・1日に飲用する水の量を2L  

・人の平均体重を50k  （WHOでは60k   

坤肖毒副生成物は20％）を割り  
呈三   

とする条件の下で、対象物質の1日暴露量がTDIを超えないように評価値   

を算出した。ただし、物質によっては異なる暴露シナリオを用いている場  

合がある。  

一方、閥値がないと考えられる物質については、VSD又はリスク評価を  

もとに評価値を設定した。  

なお、水質基準は、水道において維持されることが義務づけられている   

ことに鑑み、評価値の設定に当たっては水処理技術及び水質検査技術につ   

いても考慮することとしている。   

（2）性状に関する項目   

色、濁り、においなど生活利用上障害を生ずるおそれのある項目について   

は、水道水の性状として基本的に必要とされる項目を選定し、障害を生ずる   

濃度レベルを基に評価を行い、評価値を設定した。  

3．水質基準等の考え方と分類方法  

（1）水質基準項目   

水質基準項目については、水道事業者等はこの基準に適合した水の供給が   

義務づけられることとなり、定期的な水質検査が義務づけられる。   

水質基準項目にはより広範囲な項目が含まれるようにすべきであるが、一   

方、例えば毒性評価がなされているからと言って浄水中で検出されない項目   

までもすべて水質基準を設定することは現実的でない。このため、WHOの  

“10－fold concept”（飲料水水質ガイドライン第3版の検討に当たり採用さ   

れている考え方で、ガイドライン値原案の1／10を超えて検出される場合に   

ガイドライン値を設定しようとするもの）を参考とし、以下のとおり水質基   

準項目の要件を定めている。  

二止」ニ山L址吐＿＿＿：い・十に－・∴症～li二こさ・、・こ∴ト1川トニこい・∴「；十‥さ・   

の高い項目（特異値によるものを除く。）を水質基準項目とする。  

・水銀、シアン等水道法第4条に例示されている物質については、過去の経   

緯を踏まえ、上記要件にかかわらず水質基準項目として維持する。  

・なお、毒性評価が暫定的なものである場合には、上記要件に合致する場合   

であっても水質基準項目とせず、水質管理目標設定項目とする。（WHO－   

GDWQではTDI設定において用いる不確実係数積が1，000を超える場合に当   

該TDIを暫定値として扱っている。）  
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（2）水質管理目標設定項目   

水質管理目標設定項目は、毒性評価値が暫定的であったり、検出レベルは   

高くなく水質基準項目とすることは見送られたものの水道水質管理上注意   

喚起すべきものとして関係者の注意を喚起するためのカテゴリーであり、分   

類要件は以下のとおりである。  

・水質基準には該当しないものの、躯こおいて評価値の   

1／10を超えて検出されるおそれのある項目を水質管理目標設定項目とす  

る。  

（3）農薬   

農薬については、散布地域や散布時期が限定的であり、個別の農薬につい   

て見た場合には水質基準項目等に分類されることは希である。しかしながら、   

農薬については国民の関心が高く、特別の取扱が必要であることから、以下   

のとおり取り扱い、国民、需用者の安心を確保していくこととされた。  

①水質基準の分類要件に該当する農薬については、個別に水質基準を設定  

②上記①に該当しない農薬については、下記の式による検出指標値DIが1を   

超えないこととする「総農薬方式」により水質管理目標設定項目に位置づ   

ける。なお、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目  

標値である。  

エビ＝   

測定を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して   

適切に選定することを基本としており、当該選定作業に資するために、検出   

状況、使用量などを勘案し、水道水中で検出される可能性の高い農薬をリス  

トアップ（第1候補群）しているところである。   

なお、検出指標値DIは浄水処理のための管理指標であり、1を超えた場   
合には活性炭処理の追加等により浄水処理に万全を期すべきであるが、直ち   

に人の健康への悪影響が危倶されるものではない。   

（4）その他   

ア．要検討項目  

以上のほか、毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の理由か   

ら水質基準項目等への分類ができない 項目については、要検討項目として、   

主として国において必要な情報・知見の収集に努めていくべきとされてい  

る。  

イ．水道水質基準等の逐次改正  

上述の考え方に基づき、平成15年4月の答申においては、水質基準項目  
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として50項目（健康関連30項目、生活上支障関連20項目）、水質管理目  

標設定項目として27項目（健康関連15項目（第1候補群101農薬からな  

る農薬類を含む。）、生活上支障関連12項目）及び要検討項目40項目が選  

定された。   

穿在、食品安全委員会筈による慶廟＝の禅学鰯を潜ま元た逐次βタな／水  

質監準筈の局虐‘Lを行うとと邑に、ノ争水〆こおげる炭査データの夢好や鮒  

凍上労の変化筈に対応Lた分野のノ屠虐‾Lノ方演者〆ごつい丁鮒を虐め丁いると  

ころである。  
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＜参 考＞ 水道法（昭和32年法律第177号）（抄）  

（水質基準）  

第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでな  

ければならない。   

一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生  

物若しくは物質を含むものでないこと。   

ニ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。   

三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこ  

と。   

四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。   

五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。   

六 外観は、ほとんど無色透明であること。  

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  

水道水質基準（平成21年7月1日現在）  

▲ ‾  ‾   ‾  ■      ■ －   －    ■▲ ▼ ■  ▼l  ヽ ■■ ▼l l l ■  l  1 ■ ■▲▲  

「’’‾▼、▼‾l▲、‾’▲’▼  

1mlの検水で形成され  

る集落数が100以下  
一般細菌  総トリハロメタン  0．1mg／L以下  

大腸菌  検出されないこと  トリクロロ酢酸  0．2mg／L以下  

！ヵドミウム及びその化  カドミウムの量に関し  

て、0．01mg／L以下  
ブロモジクロロメタン  0．03mg／L以下  

水銀の量に関して、  

0，0005mg／L以下  
芦ブ。モホルム  水銀及びその化合物  †0・09mg／L以下  

‡ホルムアルデヒド  
セレンの量に関して、  

0．01mg／L以下  
セレン及びその化合物  0．08mg／L以下  

亜鉛及びその化合物  
鉛の量に関して、  

0．01mg／L以下  

亜鉛の量に関して、  

1．Omg／L以下  
鉛及びその化合物  

ヒ素の量に関して、  

0．01mg／L以下  

アルミニウム及びそ  

の化合物  

アルミニウムの量に関  
ヒ素及びその化合物  

して、0・2mg／L以下  

六価クロムの量に関し  

て、0．05mg／L以下  
鉄の量に関して、  

0．3mg／L以下   
六価クロム化合物  鉄及びその化合物  

ームー  



l‥‥l＿    一項  

ミ シアンの量に関して、  

！0．01mg／L以下  
シアン化物イオン及び  

塩化シアン  

銅の量に関して、  

1．Omg／L以下  
銅及びその化合物  

J
「
 
 

硝酸態窒素及び亜硝酸  

態窒素  

さナトリウム及びその  

化合物  

ナトリウムの量に関  

て、200mg／L以下   

マンガンの量に関し  

て、0．05mg／L以下  

10mg／し以下  

マンガン及びその化  

合物  

フッ素の量に関して、  

0．餌g／L以下  
フッ素及びその化合物  

ホウ素の量に関して、  

1．Omg／L以下  
ホウ素及びその化合物  塩化物イオン  200mg／L以下  

▲■  ■  l  ‾▼ ‾     l   ▲ ‾  

カルシウム、マグネシ  

ウム等（硬度）  
ざ 四塩化炭素  0．002mg／L以下  300mg／L以下  

1，4－ジオキサン  0．05mg／し以下  ミ蒸発残留物  500mg／L以下  

シスー1，2－ジクロロエチ  

レン及びトランスー1，2一0．04mg／L以下  

ジクロロエチレン  

陰イオン界面活性剤  0．2mg／L以下  

0．00001mg／L以下  ジクロロメタン  0．02mg／L以下  ジェオスミン  

2－メチルイソボルネ  

オール  
テトラクロロエチレン0．01mg／し以下  0，00001mg／L以下  

ト  
トリクロロエチレン iO．03mg／L以下  非イオン界面活性剤  0．02mg／L以下  

▲【1■‾、＋▼‾■【一■ 

フェノールの量に換算  

して、0，005mg／L以下  
ベンゼン  0．01mg／L以下  フェノール類  

有機物（全有機炭素  

（TOC）の量）  
0．6mg／L以下  塩素酸  3mg／L以下  

クロロ酢酸  

クロロホルム  

0．02mg／L以下  

0．06mg／L以下  

と5．8以上8．6以下  

異常でないこと  

】0．04mg／し以下  異常でないこと  ジクロロ酢酸  

ジプロモクロロメタンO．1mg／L以下  5度以下  

2度以下  臭素酸  0．01mg／L以下  
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水質管理目標設定項目（平成21年7月1日現在）  

■l  聖・・雛項弘ヨ．目．              ヽ  
【一  

アンチモン及びその  

化合物  巨言ざ吉宗££崇  

カルシウム、マグネ  

シウム等・（硬度）  

10mg／L以上100mg／L  

以下  

ウラン及びその化合  

物  

ウランの量に関して、  

0．002mg／L以下（暫定）  

マンガン及びその化  

合物  

マンガンの量に関し  

て、0．01mg／L以下  

ニッケル及びその化  

合物  

ニッケルの量に関し  

て、0．01mg／L（暫定）  
20mg／L以下  

1．1，トトリクロロエ  

タン  
亜硝酸態窒素  0．05mg／L以下（暫定）  0．3mg／L以下  

「
 
 
 
 
．
∵
 
 
 
．
 
 

メチルートプチルエ  

ーテル  
1，2－ジクロロエタン  0．004mg／L以下  0．02mg／L以下  

有機物等（過マンガ  

ン酸カリウム消費  

量）  

1．2－トリクロロエ  
0．006mg／L以下  3mg／L以下  

∵
 
 0．2mg／L以下  臭気強度（TON）  3以下  

フタル酸ジ（2－エチル  

ヘキシル）  

30mg／L以上200mg／L  

以下  
0．1mg／L以下  蒸発残留物  

亜塩素酸   

二酸化塩素  

0．6mg／L以下  1度以下  
｝ 一 －  

1         ■      、  

0．6mg／L以下  甲H値  

「‾’■＋【，‾＋  

度
 
 

5
 
 
 

7
 
 

ジクロロアセトニト  

リル  

腐食性（ランゲリア  

指数）  

－1程度以上と  

力0に近づける  

1mlの検水で形成さ  

れる集落数が2．000  

以下（暫定）  

抱水クロラール  0．02mg／L以下（暫定）  従属栄養細菌  

仙
 
㈲
 
L
廟
 
＋
 
 

検出値と目標値の比  

の和として、1以下  

1，トジクロロエテレ  
0．1mg／L以下  

アルミニウム及びそ  

の化合物  

アルミニウムの量に  

関して、0．1mg／L以下   
残留塩素  1mg／L以下  
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清涼飲料水中の汚染物質及び化学物質（農薬を除く）  

に係る規格基準の設定方針について  

1．規格基準の枠組   

現行は、ミネラルウオーター類とその他の清涼飲料水に区分し、製品の規  

格（成分規格）と原料水の基準（製造基準）により規制を行っている。  

（1）ミネラルウオーター類   

・水のみを原料とする。   

・一般的に殺菌又は除菌以外の処理は行われない。   

→現行の原料水の基準を廃止し、製品の規格に統合して規制を行うことが  

適当。   

（2）清涼飲料水（ミネラルウオーター類を除く）   

・水以外に多種多様な原材料を配合して製造される。   

・製造工程中又は製造後に生じる物質もある。   

→現行どおり、原料水の基準により重点的に規制を行うことが適当。  

製造により生じる物質は、製品の規格で規制する。  

2．規格基準設定項目の選定   

飲料水（清涼飲料水の原料水を含む）において規制される汚染物質及び化   

学物質は、人の健康の保護に関する項目（健康関連物質）と性状に関する項   

目（性状関連物質）に区分される。  

（1）健康関連物質（参考1）  

リスク評価に基づく許容摂取量及び曝露評価に基づき基準値設定   

（2）性状関連物質（参考2）  

生活利用上、障害を生じるおそれのある濃度レベルに基づき基準値設定  

＜項目選定において参照すべき基準等＞   

・水道法水質基準   

・WHO飲料水水質ガイドライン第3版   

・Co d e xナチュラルミネラルウオーター規格  
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・我が国特有の事情等により基準値設定の必要な場合（水道法水質管理目  

標の健康関連物質等）  

3．基準値の設定及び曝露量の試算  

（1）閥値が設定される物質  

水道法水質基準において、WHO等で飲料水の水質基準設定に当たって   

広く採用されている手法を基本として、基準値の設定が行われている。具   

体的には、食品、空気等他の曝露源からの寄与を考慮した上で、対象物質   

の一日推定曝露量が、基本的に以下の条件で許容一日摂取量（TDI）を   

超えないことを確認する。   

・人が1日に飲用する水の量：2L   

・人の平均体重：50kg（WHOでは60kg）   

・水経由の曝露割合としてTDIの10％（消毒副生成物については20％）   

（2）閥値が設定されない物質  

遺伝毒性／発がん性を有するなど閥値が設定されない物質について手写、食   

品安全委員会において、当該物質の摂取により生涯を通じたリスク増分が   

10‾5となるリスクレベルをもってTDIに相当する値を算出する手法が用  

いられている。  

4．その他  

（1）農薬の取扱い  

汚染物質として原料水に含まれる農薬や原料農産物に由来する農薬につ   

いては、残留農薬等のポジティブリスト制度との整合を考慮した上で、別   

途検討が必要。   

（2）水以外の原料等に起因する物質の取扱い  

原料農産物に由来する重金属や、製造工程において生じる化学物質等に   

ついては、清涼飲料水の製品の規格として、別途検討が必要。  

ー2－  
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＜参考1＞水道法水質基準の健康関連物質（30項目）  

項目 基準嘩（mg／り   j項 目 巻轟値叫岳／軒   

一般細菌   100個／ml   ジクロロメタン   0．02   

大腸菌   不検出   テトラクロロエチレン   0．01   

カドミウム   0．01   トリクロロエチレン   0．03   

水銀   0．0005   ベンゼン   0．01   

セレン   0．01   塩素酸   】  0．6  

鉛   0．01   臭素酸   0．01   

ヒ素   0．01   クロロホルム   0．06   

六価クロム   0．05   ジプロモクロロメタン   0．1   

シアン   0．01   ブロモジクロロメタン   0．03   

硝酸／亜硝酸態窒素   10   ブロモホルム   0．09   

フッ素   0．8   総トリハロメタン   0．1   

ホウ素   1．0   クロロ酢酸   0．02   

四塩化炭素   0．002 ジクロロ酢酸   0．04   

ユ，4－ジオキサン   0．05   トリクロロ酢酸   0．2   

シス／トランスー1，2－ジ  

クロロエチレン   
0．04   ホルムアルデヒド   0．08   

＜参考2＞水道法水質基準の性状関連物質（20項目）  

項、∴目   基準階（m草／1）   ‡項計 口   基準偉（鵬／I） 

亜鉛   1．0   非イオン界面活性剤   0．02   

アルミニウム  
u   

0．2  フェノール類   0．005   

塩化物イオン   200   2－メチルイソボルネオール   0．00001   

硬度（Ca，Mg）   300   有機物（TOC）   3   

鉄   0．3   味   異常でなし、   

銅   1．0   色度   5度   

ナトリウム   200   臭気   異常でない   

マンガン   0，05   蒸発残留物   500   

陰イオン界面活性剤   0．2   濁度   2度   

ジェオスミン   0．00001   pH   5．8～8．6   
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参考資料1  

清涼飲料水の規格基準に関する改正の経緯  

○昭和34年12月   

旧規格基準を廃止し、「食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚  
生省告示第370号）」が設定された。   

○ 昭和37年～48年   

数回にわたる小規模な改正あり。   

○ 昭和57年2月   

全面的に規格基準を改正。主な改正点は以下の通り。  
1 成分規格について   

ア 着色の目的に使用される添加物に起因する混濁又は沈殿物について  
は、差し支えないこととされた。   

イ 重金属の規定について、ヒ素、鉛及びカドミウムを検出するもので  

あってはならないこととされ、スズについては150．Oppm以下とされた。   

2 製造基準について   

ア 「清涼飲料水（冷凍果実飲料及び原料用果汁を除く）」、「冷凍果実  
飲料」、「原料用果汁」に区分された。   

イ 原水は水道法第4条に規定する水質基準に適合するものとされた。  
ただしミネラルウオーターの原水については、硬度及びpHが除外され  

た。   

ウ 殺菌方法が以下のように改められた  

＜pH4．0未満のもの＞  

65℃で10分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法   

＜pH4．0以上のもの＞  

85℃で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法  

ただし、炭酸を含有するものにあっては容器包装内の二酸化炭素圧力  

が20℃で1．Okgf／cm2以上であって、かつ、植物又は動物の組織成分  

を含有しないものは、殺菌を要しないこととされた。   

○ 昭和61年5月   

ミネラルウオーター類の製造基準が定められ、無殺菌・無除菌のミネラ  

ルウオーターについては一定の条件下において可とした。  

1 成分規格について  

ミネラルウオーター類のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で   

1．Okgf／cm2未満であって、かつ、殺菌又は除菌を行わないものについて   

は、従来の規格に加え、腸球菌及び緑膿菌が陰性と定められた。  
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2 製造基準について  

ミネラルウオーター類の製造基準が定められた。また、容器包装内  

の二酸化炭素圧力が20℃で1．Okgf／cm2未満であって、かつ、殺菌又は  

除菌を行わないものについては、7項目の条件が定められた。   

○昭和61年11月   

ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水  

のうち、pH4．6以上で、かつ、水分活性が0．94を超えるものについては、  

ボツリヌス菌の増殖し得る食品特性を有するものであることを考慮し、殺  

菌に係る製造基準等の一部が改正された。   

○平成5年11月   

水道法の水質基準の改定に際し、食品の製造等に用いられる水の規格に  

ついては現行の規制を継続することとされた。   

○平成6年12月   

ミネラルウオーター類の製造に用いる原水について、FAO／WHO合同  

食品規格委員会のヨーロッパ地域食品規格を参考として改正が行われた。   

○ 平成11年7月   

清涼飲料水の混濁又は沈殿物については、一般に人の健康を損なうおそ  

れがないと認められる死滅した微生物であって、製品の原材料に含まれる  

ことがやむを得ないものに限り、混濁又は沈殿物とみなさないこととされ  

た。   

また、ミネラルウオーター類以外の清涼飲料水について、殺菌による方  

法以外に除菌による方法も認めることとされた。  
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参考資料2  

清涼飲料水の規格基準  

（昭和34年厚生省告示第370号抄）   

○ 食品、添加物等の規格基準  

第1 食品  

A～C （略）  

D 各条  

○ 清涼飲料水  

1 清涼飲料水の成分規格  

（1）混濁（原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しく  

は着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがな  

いと認められる死滅した微生物（製品の原材料に混入することがやむを得  

ないものに限る。）に起因する混濁を除く。）したものであってはならない。  

（2）沈殿物（原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若し  

くは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれが  

ないと認められる死滅した微生物（製品の原材料に混入することがやむを  

得ないものに限る。）に起因する混濁を除く。）又は固形の異物（原材料と  

して用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30％以下であるものを  

除く。）のあるものであってはならない。  

（3）ヒ素、鉛及びカドミウムを検出するものであってはならない。また、スズ  

の含有量は、150．Oppmを超えるものであってはならない。  

試験法（略）  

（4）大腸菌群が陰性でなければならない。  

試験法（略）  

（5）ミネラルウオーター類（水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。）  

のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満であって、かつ、  

殺菌又は除菌を行わないものにあっては、腸球菌及び緑膿菌が陰性でなけ  

ればならない。  

試験法（略）  

（6）りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあっ  

ては，パツリンの含有量が0．050ppmを超えるものであってはな  

らない。  

試験法（略）  

2 清涼飲料水の製造基準  

（1）ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料（果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮  

したものを冷凍したものであって、原料用果汁以外のものをいう。以下同  

じ。）及び原料用果汁以外の清涼飲料水   

1．製造に使用する果実、野菜等の原料は、鮮度その他の品質が良好なもの  

であり、かつ、必要に応じて十分洗浄したものでなければならない。  

2．原水は飲用適の水（水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供す  

る水道、同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第ウ項に規定する  

簡易専用水道により供給される水又は次の表の第1欄に掲げる事項につ  
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き同表の第3欄に掲げる方法にさよって行う検査において、同表の第2項  

に掲げる基準に適合する水をいう。以下同じ。）でなければならない。  

第1欄   第2欄   第3欄   

一般細菌   1mlの検水で形成される集  

落数が100以下であること。   

大腸菌群   検出されないこと。   乳糖ブイヨンーブリリアン  

トグリーン乳糖月旦汁ブイヨ  

ン培地法   

カドミウム   0．01mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又は誘導結合プラズマ  

発光分光分析法（以下「IC  

P法」という。）   

水銀   0．0005mg／L以下であること。  還元気化一原子吸光光度法   

鉛   0．1mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又はICP法   

ヒ素   0．05mg／L以下であること。  水素化物発生一原子吸光光  

度法又はフレームレスー原  

子吸光光度法   

六価クロム   0．05mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又はICP法   

シアン   0．01mg／L以下であること。  吸光光度法   

硝酸性窒素及び亜硝  10mg／L以下であること。   イオンクロマトグラフ法又   

酸性窒素  は吸光光度法   

フッ素   0．8mg／L以下であること。  イオンクロマトグラフ法又  

は吸光光度法   

有機リン   0．1mg／L以下であること。  吸光光度法   

亜鉛   1．Omg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又はICP法   

鉄   0．3mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法、ICP法又は吸光光度  

法   

銅   1．Omg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又はICP法   

マンガン   0．3mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光光  

度法又はICP法   

塩素イオン   200mg／L以下であること。  イオンクロマトグラフ法又  

は滴定法   

カルシウム、マグネシ  

ウム等（硬度）   

蒸発残留物   500mg／L以下であること。  重量法   

陰イオン界面活性剤  0．5mg／L以下であること。  吸光光度法   

フェノール類   フェノールとして0．005mg／  

L以下であること。   
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有機物等（過マンガン  滴定法   

酸カリウム消費量）   

pH値   5．8以上8．6以下であること。  ガラス電極法又は比色法   

味   異常でないこと。   官能法   

臭気   異常でないこと。   官能法   

色度   5度以下であること。   比色法又は透過光測定法   

濁度   2度以下であること。   比濁法、透過光測定法又は積  

分球式光電光度法  

3．製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌  

したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であって、か  

つ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用される  

まで汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この  

限りでない。   

4．清涼飲料水は、容器包装に充てんし、密栓若しくは密封した後殺菌する  

か、又は自動温度計をつけた殺菌機等で殺菌したもの若しくはろ過器等  

で除菌したものを自動的に容器包装に充てんした後、密栓若しくは密封  

しなければならない。この場合の殺菌又は除菌は、次の方法で行わなけ  

ればならない。ただし、容器包装内の二酸化炭素分圧が200cで98kPa以  

上であって、かつ、植物又は動物の組織成分を含有しないものにあって  

は、殺菌及び除菌を要しない。  

a pH4．0未満のものの殺菌にあっては、その中心部の温度を 65℃で  

10分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行う  

こと。  

b pH4．0以上のもの（pH4，6以上で、かつ、水分活性が0．94を超え  

るものを除く。）の殺菌にあっては、その中心部の温度を850 で30分  

間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと。  

c pH4．6以上で、かつ、水分活性が0．94を超えるものの殺菌にあっ  

ては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微  

生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法又はbに定める方法で  

行うこと。  

d 除菌にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、  

発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。   

5．4．の殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又は4．の除菌に係る記  

録は6月間保存しなければならない。   

6．紙栓により打栓する場合は、打栓機械により行わなければならない。   

（2）ミネラルウオーター類  

1．原水は水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、同条  

第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道  

により供給される水又は次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第3  

欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の第2項に掲げる基準  

に適合する水でなければならない。  
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第1欄   第2欄   第3欄   

一般細菌   1mlの検水で形成される集  

落数が100以下であること。   

大腸菌群   検出されないこと。   乳糖ブイヨンーブリリア  

ントグリーン乳糖．胆汁ブ  

イヨン培地法   

カドミウム   0．01mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

水銀   0．0005mg／L以下であること。  還元気化一原子吸光光度  

法   

セレン′   0．01mg／L以下であること。  水素化物発生一原子吸光  

光度法又はフレームレス  

一原子吸光光度法   

鉛   0．1mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

バリウム   1mg／L以下である・こと。   フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

ヒ素   0．05mg／L以下であること。  水素化物発生一原子吸光  

光度法又はフレームレス  

ー原子吸光光度法   

六価クロム   0．05mg／L以下であること。  フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

シ′アン   0．01mg／L以下であること。  吸光光度法   

硝酸性窒素及び亜硝  10mg／L以下であること。   イオンクロマトグラフ法   

酸性窒素  又は吸光光度法   

フッ素   2mg／L以下であること。   イオンクロマトグラフ法  

又は吸光光度法   

ホウ素   ホウ酸として30mg／L以下で  

あること。   

亜鉛   5mg／L以下であること。   フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

銅   1mg／L以下であること。   フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法 

マンガン   2mg／L以下であること。   フレームレスー原子吸光  

光度法又はICP法   

有機物等   過マンガン酸カリウム消費量  

として12mg／L以下であるこ  

と。   

硫化物   硫化水素として0．05mg／L以  

下であること。   

2．製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌  

したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であって、か  

つ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用される  
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まで汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この  

限りでない。   

3．ミネラルウオーター類は、容器包装に充てんし、密栓若しくは密封した  

後殺菌するか、又は自動温度計をつけた殺菌機等で殺菌したもの若しく  

はろ過器等で除菌したものを自動的に容器包装に充てんした後、密栓若  

しくは密封しなければならない。この場合の殺菌又は除菌は、その中心  

部の温度を85℃で30分間加熱する方法その他の原水等に由来して当該  

食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させ、又は除去するの  

に十分な効力を有する方法で行わなければならない。ただし、容器包装  

内の二酸化炭素分圧が20℃で98kPa以上のもの又は次の基準に適合する  

ものにあっては、殺菌及び除菌を要しない。  

a 原水は、鉱水のみとし、泉源から直接採水したものを自動的に容器  

包装に充てんした後、密栓又は密封しなければならない。  

b 原水は、病原微生物に汚染されたもの又は当該原水が病原微生物に  

汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものであ  

ってはならない。  

c 原水は、芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌及び緑膿菌が陰性で  

あり、かつ、1ml当たりの細菌数が5以下でなければならない。  

測定法（略）  

d 原水には、沈殿、ろ過、曝気又は二酸化炭素の注入若しくは脱気以  

外の操作を施してはならない。  

e 採水から容器包装詰めまでを行う施設及び設備は、原水を汚染する  

おそれのないよう清潔かつ衛生的に保持されたものでなければなら  

ない。  

f 採水から容器包装詰めまでの作業は、清潔かつ衛生的に行わなけれ  

ばならない。  

g 容器包装詰め直後の製品は1ml当たりの細菌数が20以下でなけれ  

ばならない。  

測定法（略）   

4．3．の殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録若しくは除菌に係る記録  

又は3．のc及びgに係る記録は、6月間保存しなければならない。   

（3）冷凍果実飲料  

1．原料用果実は、傷果、腐敗果、病害果等でない健全なものを用いなけれ  

ばならない。   

2．原料用果実は、水、洗浄剤等に浸して果皮の付着物を膨潤させ、ブラッ  

シングその他の適当な方法で洗浄し、十分に水洗した後、次亜塩素酸ナ  

トリウム液その他の適当な殺菌剤を用いて殺菌し、十分に水洗しなけれ  

ばならない。   

3．殺菌した原料用果実は、汚染しないように衛生的に取り扱わなければな  

らない。   

4．搾汁及び搾汁された果汁の加工は、衛生的に行わなければならない。   

5．製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、か 

したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であって、か  
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つ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用される  

までに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、こ  

の限りでない。  

6．搾汁された果汁（密閉型全自動搾汁機により搾汁されたものを除く。）の  

殺菌又は除菌は、次の方法で行わなければならない。  

a pH4．0未満のものの殺菌にあっては、その中心部の温度を 65℃で  

10分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行う  

こと。  

b pH4．0以上のものの殺菌にあっては、その中心部の温度を 85℃で  

30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行う  

こと。  

除菌にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、  

発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこ  

と。   

7・6．の殺菌に係る殺菌温度及び殺菌時間の記録又は6．の除菌に係る記  

録は6月間保存しなければならない。   

8・搾汁された果汁は、自動的に容器包装に充てんし、密封しなければなら  

ない。   

9・化学的合成品たる添加物（酸化防止剤を除く。）を使用してはならない。  

（4）原料用果汁   

1・製造に使用する果実は、鮮度その他の品質が良好なものであり、かつ、  

必要に応じて十分洗浄したものでなければならない。  

2・搾汁及び搾汁された果汁の加工は、衛生的に行わなければならない。   

3 清涼飲料水の保存基準  

（1）紙栓をつけたガラス瓶に収められたものは、10℃以下で保存しなければな  

らない。  

（2）ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の  

うち、pH4．6以上で、かつ、水分活性が0．94を超えるものであって、発育  

し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法で殺菌していない  

ものにあっては、10℃以下で保存しなければならない。  

（3）冷凍果実飲料及び冷凍した原料用果汁は、－15℃以下で保存しなければな  

らない。  

（4）原料用果汁は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。   

4 （略）  

一占－  

ト 1射       l（｛   



参考資料3  

飲料水等に係る汚染物質等基準値の比較（残留農薬を除く）  
（単位 mg／し）  

水遵法  食品衛生漢  
辞  CODEX WHO  

仕事  項 目   区分  水並水  ミネラルウオづ－■  ナわラルミ粕I  傷  
ウ†一卜規格  

無機物  0．01  0．01   不検出   0．01   ◎  カト■ミウム               不検出  0003  0003  
○  水銀   無且物  0．nOO5  0．0005  0．0（〉05  0．001   0【106   給水細   

無機物  001  001  ○  セレン                 0．01  
無機物  0Ol  005  不検出   0．1   0．01  ○  鉛               不検出  
無機物  001  0．05  不検出   ○  ヒ素             0．05  不検出  0．01（総ヒ素）  

○  六価クロム   ： J  005  0．05  0．05  0．05（総クロム）  総クロム   
○  シアン   無機物  0，01  0．01  0．01  0．07  

○  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒   無機物  10  10  10  硝酸：50  硝酸：50  

兼  亜硝酸：0．1     亜硝酸：ユ（捜性0．2）   （急性）   

無機物  0．8  0．8  ○  フツ兼         2        表示規制有リ  1．5  
無機物  1．0  30（ホウ醜）  ○  ホウ素                 5  D．5  
有機物  0．002  ◎  四塩化炭素                   0004  
有機物  0．05  ◎  14－ゾオキサン                   005  

◎  シ久一1．2－シ‘クロロエチレン及びトラン 久 
一1．2－シ■クロロエチレン   有機物  004  0．05   和（シス＋トランス）   

有機物  0D2  ◎  シ●クロロメタン                   0．02  
有機物  001  ◎  テトラクロロエチレン                   0．04  
有機物  003  ◎  トリクロロエチレン                   0．02  

◎  へ’ンセーン   有機物  0．01  0．01  

消暮剤  0．6  ◎  塩素酸                   0．7  
0．02  ○  クロロ酢酸  
0．Otl  ○  クロ口和レム                    0．3  
0．04  ○  ゾクロロ酢酸                    0．05  

○  シ‘ブロモクロロメタン  0．1  

◎  臭素酸  0．Ot  

○  総トリハロメタン  0．†  

82  ○  トリクロロ酢酸                    0．2  
0．03  ○  ブロモゾクロロメタン                    0．06  

○  ナt柁和レム  0．09  0，1  

◎  ホルムアルデヒト●  0，08  

亜鉛   無機物  LO  5  

アルミニウム   無機物  0．2   01  

鉄   無機物  0．3  0，3  

◎  鋼   無機物  1．D  1．0  2  

ナトリウム   無機物  200  

005   0．01   0．3  ○  マンがン  無機物       2        0．ヰ  04  
塊素イオン   無機物  200  200  

加ルウム・マグネシウム等（硬度）  無機物  300  10以上100以下  300  

蒸発残留物   無機物  500  30以上2DO以下  500  

有機物  0．2  0．5  陰イオン界面活性剤                 不検出  
シ■ェォスミン   有機物  0－00001  

2－メチルイソホ●ルネオール   有機物  0，00001  

有機物  002  非イオン界面活性剤                 不検出  
フェノール類   有機物  8．005  0．005  

有機物（TOC）   有機物  3  

pH胤   性状   5．8以上86以下  75程度  5．8以上8．6以下  

味   性状   異常でないこと  異常でないこと  
性状   異常でないこと  臭気             異常でないこと  

色度   性状  5度以下  5度以下  

濁度   性状  2度以下  1度以下  2度以下  

無機物  0．O15  ○  アンチモン                 0．005  0：02  
無機物  0．002  ○  ウラン                    0．0】5  
無機物  001  0，02   ○  ニッケル                    8．07  
無機物  005  ○  亜硝酸態窒素                 0．1  亜硝酸3（慢性  0．2）  
有機物  0．004  ◎  12－ゾクロロエタン                    0．03  

◎  †T2－トリクロロエタン   有機物  0．806  

有機物  0．2  ◎  トルエン                   0．7  
有機物  0，t  

○  フル酸シーー2－エチルヘキシル  

消毒剤  0，6  ◎  亜壇素儲                   0．7  
◎  ‾酸化塩素   消暮剤  0．6  

0．01  ◎  シ●ゥロロアセトートリル                    0．02  
◎  抱水クロラール  0．02  

◎  残留塩素   消暮剤  5  

遭難炭酸   有機物  20  

◎  111－トリクロロエタン   有機物  0．3  

◎  メチルーt－フ■チルエーテル   有機物  0．02  

有機物等（KMnO■）   有機物  3   12  10  

集気強度（TON）   性状  3以下  

腐食性（ランケ■リア指数）   性状  －1以上権力0  

従属栄養細菌   微生物  2000CFU／mI  

◎  11－ゾクロロエチレン   有機物  0l  

混濁   性状  放めない  汲めない  原材料零に由来するも  
のを除く  

沈殿物   性状  認めない  星空めない  原材料零に由来するも  
のを除く  

スズ   無機物  T50．Oppm  150．OppM  

一般細菌   微生物   100CFU／ml  100CFU／ml  ＝】OCFU／Ml  不機出（病原≠生物）  

微生物   不抜出（大腸菌）  不検出  不抜出  不検出  不検出  不検出   大腸菌群                   不検出  
勝球耳   微生物  不検出  不検出  未殺菌・乗除蘭のもの  
維腸菌   微生物  不検出  不検出  未殺遮・乗除菌のもの  
有機リン   有機物  0，1  

○  ハ’リウム   無機物  0．7   0．7  

◎ 食品安全畢1会から評価結果を受理した項目  

－1－   




